
 

 

2026 年 3 月 26 日 

お客さま各位 

呉 信 用 金 庫 

 

当座勘定規定の改定について 

 

平素は呉信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、呉信用金庫では、2026年3月31日（火）をもちまして、紙の手形・小切手の発行受付を終了いたしま

す。それに伴いまして、当座勘定規定を改定いたします。 
なお、改定日以前ご契約いただいているお客さまにも改定後の規定が適用されますのでご了承願います。 
今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．改定する規定 

  当座勘定規定 
 
２．改定日 

  2026年4月1日（水） 
 
３．改定内容 

  紙の手形・小切手用紙の発行受付終了に伴い、請求手続きに関する部分を削除しました。 
 

                                               以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本件に関するお問い合せ先】 

呉信用金庫 事務本部 事務部  

（担当：宗田） 

電話 （0823） 25 – 6818 



当座勘定規定  新旧対照表 

1 
（アンダーラインが変更部分） 

改 定 後 改 定 前 

当座勘定規定 

     

1.（当座勘定への受入れ） ～ 7.（手形、小切手の支払） 

                           （省  略） 

8．（手形、小切手用紙） 

(1) 当金庫を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出

す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。 

(2)  当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金

融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。 

(3)  前 2 項以外の手形または小切手については、当金庫はその支払をしませ

ん。 

(4)    当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したも

のではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫

宛に連絡してください。 

（削除） 
 

(5)    当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から３

か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 

(6)    前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当

金庫所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。た

だし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではあ

りません。 
 

9．（支払の範囲） ～ 29．（規定の変更）        （省  略） 

当座勘定規定 

     

1.（当座勘定への受入れ） ～ 7.（手形、小切手の支払） 

                           （省  略） 

8．（手形、小切手用紙） 

(1) 当金庫を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出

す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。 

(2)  当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金

融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。 

(3)  前 2 項以外の手形または小切手については、当金庫はその支払をしませ

ん。 

(4)    当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したも

のではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫

宛に連絡してください。 

(5)    手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数

を実費で交付します。 

(6)    当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から３

か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 

(7)    前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当

金庫所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。た

だし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではあ

りません。 
 

9．（支払の範囲） ～ 29．（規定の変更）        （省  略） 



当座勘定規定  新旧対照表 

2 
（アンダーラインが変更部分） 

改 定 後 改 定 前 

約束手形用法 

1．～ 7． （省  略） 

（削除） 

 

 

為替手形用法 

1．～ 9． （省  略） 

（削除） 

 

 

小切手用法 

1．～ 7． （省  略） 

（削除） 

 
 

以下省略

約束手形用法 

1．～ 7． （省  略） 

8．手形用紙は、当金庫所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してくだ

さい。 

 

為替手形用法 

1．～ 9． （省  略） 

10．手形用紙は、当金庫所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してく

ださい。 

 

小切手用法 

1．～ 7． （省  略） 

8．小切手用紙は、当金庫所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してく

ださい。 
 

以下省略
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